
今
回
の
豪
雪
に
よ
る
防
護
柵
な
ど
の
被
害
に
対
す
る
支
援
も

農
務
課
ま
た
は
各
支
所
基
盤
産
業
課
ま
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
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山地と農地の間に緩衝帯を作った刈払いの状況

地域ぐるみで防護柵を設置

●
み
ん
な
で
学
習
・
守
れ
る
田
畑

　

ま
ず
は
地
域
で
何
が
起
き
て
い
る

の
か
み
ん
な
で
学
習
し
、守
れ
る
田

畑
づ
く
り
を
し
ま
し
ょ
う
。

◀

野
生
鳥
獣
の
隠
れ
家
と
な
る
藪
や

耕
作
放
棄
地
が
な
い
か

◀

田
畑
に
放
置
さ
れ
て
い
る
野
菜
や

果
物
が
な
い
か

◀

山
林
と
農
地
・
集
落
の
間
の
見
通

し
を
良
く
し
て
い
る
か

●
囲
っ
て
追
っ
て

　

次
は
地
域
を
囲
い
追
い
払
う
こ
と

で
す
。

囲
う

◀

ト
タ
ン
で
囲
う（
す
き
間
を
な
く

す
）

◀

電
気
柵
や
侵
入
防
止
フ
ェ
ン
ス
で

囲
う（
電
気
柵
に
草
が
触
れ
な
い

よ
う
に
す
る
）

◀

テ
グ
ス
を
張
る（
翼
に
触
っ
て
飛
び

立
ち
に
く
く
す
る
）

追
う

◀

ロ
ケ
ッ
ト
花
火
な
ど
で
追
い
払
う

◀

獣
道
の
草
を
刈
り
払
う

　

こ
の
よ
う
に
鳥
獣
の
餌
場
と
し
て

の
魅
力
を
徹
底
的
に
な
く
す
こ
と

を
地
域
ぐ
る
み
で
実
践
し
ま
し
ょ

う
。

●
最
後
に
捕
獲

　

市
内
に
は
約
１
７
０
人
の
捕
獲
隊

員
が
い
ま
す
。
隊
員
の
皆
様
は
市
か

ら
の
依
頼
を
受
け
て
、箱
わ
な
や
足

く
く
り
わ
な
、ま
た
は
銃
器
に
よ
り

有
害
鳥
獣
を
捕
獲
し
ま
す
。

　

鳥
獣
の
捕
獲
は
、捕
獲
に
伴
う
事

故
や
鳥
獣
の
乱
獲
を
防
ぐ
た
め
、狩

猟
免
許
を
有
す
る
人
に
限
ら
れ
ま

す
。
鳥
獣
被
害
を
受
け
た
方
は
、農

務
課
ま
た
は
最
寄
り
の
支
所（
基
盤

産
業
課
）ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■農作物獣害防止対策事業
　農業改良組合などが電気柵や侵入防止
フェンス、トタンなどで農地を囲うために要
する資材費用を助成します。
●50アール程度の農地を囲う
　⇒ 補助率1／2
●50アール以上の一団の農地を囲う
　⇒ 補助率2／3
●集落や地域ぐるみを囲う
　⇒ 補助率3／4
※老朽化した設置柵を取り替えたり、シカ用
の防止柵の上部にサル用の柵を付け足す
場合なども助成対象となる場合がありま
す。

■鳥獣被害防止研修会
　鳥獣被害対策の専門アドバイザーを派遣
します。詳しくはお問い合わせください。

■モンキードッグ育成事業
　農業改良組合
などがモンキー
ドッグを育成す
る場合、訓練費
用の全額を補助
します。

■耕作放棄地再生利用事業
　耕作放棄地を活用した取り組みを行う団
体、企業などが農地を再生する場合、その経
費の8／10を補助します。

※産業競争力強化法に基づき国の認定を受けた
　市区町村が実施する支援

特定創業支援事業
補助金を創設しました

　市区町村が実施する特定創業支援（※）を受け
て、市内で起業された方が、開業日までに負担し
た経費を対象として、100万円を限度に補助金を
支給します。
　高山市内で起業を考えている方は、ぜひご活
用ください。

主な補助対象要件

問合先 商工課 ☎35‒3144

若者の新生活を応援
アパートの
家賃補助

支
給
の
要
件

①
～
④
の
全
て
の
要
件
に
該
当
す
る
方

① 

高
山
市
外
か
ら
高
山
市
内
へ
住

民
登
録
地
を
移
し
た
方（
※
1
）

② 

高
山
市
内
の
事
業
所（
※
2
）に

U
I
J
タ
ー
ン
就
職
・
就
業
さ
れ

た
35
歳
未
満
の
方

※
1
・
※
2
は
2
ペ
ー
ジ
参
照

③ 

①
か
②
の
い
ず
れ
か
早
い
日
か
ら

1
年
を
経
過
し
て
い
な
い
方

④ 

公
務
員
で
な
い
方

対
象
住
宅　

市
内
に
あ
る
民
間
の
借

家・ア
パ
ー
ト（
勤
務
す
る
事
業
所

の
官
舎
や
社
宅
、社
員
寮
、雇
用
促

進
住
宅
な
ど
は
除
き
ま
す
）。

支
援
内
容
　
支
払
っ
た
月
額
家
賃

（
共
益
費
な
ど
を
除
く
）と
附
属

す
る
駐
車
場
の
借
上
料
の
合
算
額

の
１
／
３
以
内
で
上
限
１
万
５
千

円（
最
大
３
年
間
）。

申
込
方
法　

商
工
課
に
あ
る
申
請
書

に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、賃

貸
契
約
書
、離
職
票
ま
た
は
履
歴

書
、卒
業
証
明
書
の
写
し
を
添
え

て
窓
口
に
申
し
込
む
。

※
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
　
込

問
合
先

広
報
ID

商
工
課

☎
35-

３
１
４
４

　
35-

３
１
６
７

１
０
０
２
８
０
４

FAX

① 特定創業支援（※）を受けた証明書を有
する方

② 平成27年1月1日以降に高山市内で起
業された方

③ 申請日に高山市内に住民登録がある方

ＵＩＪターン若者定住促進事業


